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平成１９年第１回邑楽町議会定例会議事日程第４号

平成１９年３月１９日（月曜日） 午前１０時開議

邑楽町議会議場

第 １ 議発第１号 邑楽町議会委員会条例の一部を改正する条例

第 ２ 議発第２号 邑楽町議会会議規則の一部を改正する規則

第 ３ 議発第３号 邑楽町議会議員政治倫理条例

第 ４ 閉会中の継続調査について
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◎開議の宣告

〇中川健治議長 これより本日の会議を開きます。

議事の日程は、配付のとおりであります。

〔午前１０時０２分 開議〕

◎日程第１ 議発第１号 邑楽町議会委員会条例の一部を改正する条例

〇中川健治議長 日程第１、議発第１号 邑楽町議会委員会条例の一部を改正する条例を議題としま

す。

提出者から趣旨説明を求めます。

本間恵治議員。

〇11番 本間恵治議員 議発第１号 邑楽町議会委員会条例の一部を改正する条例について、趣旨説

明を申し上げます。

邑楽町議会議員定数条例が改正され、議員定数が16となり、次の一般選挙から適用されることと

なるため、今回、常任委員会委員定数を総務文教常任委員会６人、厚生環境常任委員会５人、建設

経済常任委員会５人に改正するものであります。

あわせて地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、閉会中においては議長が委員の指名、

所属の変更並びに議会運営委員、特別委員の辞任の許可をすることができる規定を条例に追加する

ものであります。

議会運営委員会委員全員の賛同を得、提案させていただきますので、よろしくご決定くださいま

すようお願いいたします。

〇中川健治議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇中川健治議長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇中川健治議長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結します。

これより議発第１号 邑楽町議会委員会条例の一部を改正する条例を採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔挙手全員〕

〇中川健治議長 挙手全員。
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よって、議発第１号は原案のとおり可決されました。

◎日程第２ 議発第２号 邑楽町議会会議規則の一部を改正する規則

、 。〇中川健治議長 日程第２ 議発第２号 邑楽町議会会議規則の一部を改正する規則を議題とします

提出者から趣旨説明を求めます。

本間恵治議員。

〇11番 本間恵治議員 議発第２号 邑楽町議会会議規則の一部を改正する規則について、趣旨説明

を申し上げます。

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、委員会が議案を提出することが可能となりまし

た。この手続等について、会議規則に所要の改正を行い、あわせて法律の改正に伴う条文整理を行

うものであります。

議会運営委員会委員全員の賛同を得、提出させていただきますので、よろしくご決定くださいま

すようお願いいたします。

〇中川健治議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇中川健治議長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇中川健治議長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結します。

これより議発第２号 邑楽町議会会議規則の一部を改正する規則を採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔挙手全員〕

〇中川健治議長 挙手全員。

よって、議発第２号は原案のとおり可決されました。

◎日程第３ 議発第３号 邑楽町議会議員政治倫理条例

〇中川健治議長 日程第３、議発第３号 邑楽町議会議員政治倫理条例を議題とします。

提出者から趣旨説明を求めます。

本間恵治議員。

〇11番 本間恵治議員 議発第３号 邑楽町議会議員政治倫理条例について、趣旨説明を申し上げま

す。
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この条例は全10条で構成され、第１条は目的を定め、邑楽町議会議員の政治倫理の基本となる事

項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、町民に信頼される民主的な町政の発展に寄

与することを目的とするものであります。

第２条は、議員の責務を定めるものであります。

第３条は政治倫理基準を定めるもので、７号から構成されています。第１号においては、議員が

その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないことを、第２号においては政治

的または道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないことを、第３号においては公職選挙法の

規定の遵守を、第４号においては町等が行う工事等の契約等について特定の業者に有利な取り計ら

いをしないことを、第５号においては町等が行う契約等について町民に疑惑の念を生じさせる行為

をしないことを、第６号においては町の職員に影響力を不正に行使するよう働きかけないことを、

第７号においては職員の採用等に関与しないことを定めるものであります。

第４条は、審査の請求について定めるものであります。政治倫理基準に違反する疑いがあるとき

は、有権者の50分の１以上の連署または議員定数の６分の１以上の連署をもって、議長に対し審査

請求を行うことができることを規定しています。

第５条は、政治倫理審査会の設置等について定め、審査の請求があった場合、７人以内の議員を

議長が委嘱すること等を定めるものであります。

第６条は審査会の職務及び権限について、第７条は審査会の審査結果について、第８条は審査結

果の尊重について定めるものであります。議長は、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対

して必要な措置を講ずることを規定したものであります。

第９条は議長職務の代行を、第10条は委任を定めるものであり、この条例の施行に関し必要な事

項は議長が別に定めるとするものであります。

最後に附則でございますが、この条例は、平成19年４月１日から施行しようとするものでありま

す。

、 、 、なお 本条例につきましても議会運営委員会委員全員の賛同を得 提案させていただきますので

よろしくご決定くださいますようお願いいたします。

〇中川健治議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇中川健治議長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

松島議員。

〇２番 松島茂喜議員 議発第３号 邑楽町議会議員政治倫理条例につきまして、賛成の立場から討

論を申し上げます。
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地方分権が進む中で自治体間競争、これは激化しておる状況下であります。そういった中でさら

に開かれた透明性の高い議会の確立といったことが全国的にも叫ばれております。邑楽郡下におき

ましても、この条例の制定は初めてでございます。そういった議会の透明性、また議会議員のそう

いった意識改革、そういったものを先駆けとしたすばらしい条例ではないかというふうに私は思い

。 。ます こういった議会改革がますます進むことを期待をいたしながら賛成をするものでございます

以上でございます。

〇中川健治議長 ほかに討論ありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

〇中川健治議長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結します。

これより議発第３号 邑楽町議会議員政治倫理条例を採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

〔挙手全員〕

〇中川健治議長 挙手全員。

よって、議発第３号は原案のとおり可決されました。

◎日程第４ 閉会中の継続調査について

〇中川健治議長 日程第４、閉会中の継続調査について議題とします。

各常任委員長及び議会運営委員長、庁舎建設特別委員長から、会議規則第74条の規定により、お

手元に印刷配付しておきました継続調査事項一覧表のとおり申し出がありました。

お諮りします。各委員長より申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続調査に付することにご異議

ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

〇中川健治議長 ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり決定します。

◎町長のあいさつ

〇中川健治議長 これをもちまして今期定例会の日程は全部終了しました。

閉会に当たり、町長から発言の申し出がありますので、許可します。

久保田町長。

〇久保田文芳町長 平成19年３月の定例議会に当たりまして、一言御礼申し上げたいと思います。

上程しましたすべての議案につきまして議決をいただきまして、まことにありがとうございまし

た。また、皆様にとりまして任期最後の議会ということで、大変お世話になりましてありがとうご
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ざいました。この４年間、この地域のためにいろいろとご尽力いただきまして、まことにありがと

うございました。また、先日自治功労賞等を受けられた皆さんにおかれましては、本当におめでと

うございます。今後とも地域発展のためにご尽力、ご協力いただければありがたいと存じます。

また、特に議長におかれましては今期をもって退職されるということで、本当にお世話になりま

した。議会の発展、そしてこの地域のために多大なるご尽力をいただきまして、心より御礼を申し

上げたいと思います。

これからも皆様からいろいろとご提案やらご指摘やらいただいたものを力とし、今後まちづくり

に邁進していきたいと思っております。

皆様のご活躍とご健勝をご祈念申し上げまして、言葉は足りませんけれども、御礼にかえさせて

いただきたいと思います。大変お世話になりました。ありがとうございました。

◎閉会の宣告

〇中川健治議長 以上で平成19年第１回邑楽町議会定例会を閉会します。

ご協力ありがとうございました。

〔午前１０時１６分 閉会〕


